
「
バ
リ
ア
」の
な
い
ま
ち
へ
―
合
理
的
配
慮
の
社
会
づ
く
り
―

12
月
３
日
～
９
日
は「
障
害
者
週
間
」で
す

市
で
は
、
障
害
の
あ
る
人
も
な
い
人
も
、
お
互
い
に
そ
の
人
ら
し
さ
を
認
め
合
い
な
が
ら
、

共
に
生
き
る
社
会
の
実
現
を
め
ざ
し
て
い
ま
す
。

誰
も
が
暮
ら
し
や
す
い
ま
ち
に
な
る
よ
う
、
日
常
の
中
で
一
人
一
人
が
で
き
る
こ
と
を
考
え
て
み
ま
せ
ん
か
？

　障害がある人にとって、物理的、制度的、文化・情報、意識など、さまざ
まな困難（社会的障壁）が生じているといわれています。私たちは無意識のう
ちに、それぞれの障害に対して、障壁を作っている場合があります。
　それを防ぐためにも、自分にこの障害があったらどう考えるかなど、いろ
いろな視点で物事を捉えることで、合理的な配慮をすることができます。

〇駅で視覚障害のある人の、券売機の操作を手伝う。
〇聴覚障害のある人に、手話や筆談で対応する。
� など、さまざまな方法があります。

さまざまな社会的障壁（バリア）

制度的バリア
社会のルール、制度によって、�
障害のある人が利用しにくく��
なっているもの

意識上のバリア
周囲からの心無い言葉、差
別、無関心、障害のある人へ
の偏見など

物理的バリア
公共交通機関、道路、利用し
にくい施設や設備など

文化・情報面でのバリア
情報の伝え方が不十分なもの
や、障害のある人の存在を意
識していない慣習や文化など

これらのバリアを取り除くには…

　
音
の
出
る
信
号
機
を
設
置
す
る

こ
と
で
、
視
覚
障
害
の
あ
る
人
が
横

断
歩
道
を
渡
れ
な
い
と
い
う
バ
リ

ア
を
取
り
除
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

例

滋
賀
県
障
害
者
差
別
の
な
い

共
生
社
会
づ
く
り
条
例

　
こ
の
条
例
は
、
令
和
元（
２
０

１
９
）年
10
月
１
日
に
全
面
施
行

さ
れ
ま
し
た
。

　
条
例
で
は
、
障
害
の
あ
る
人
も

な
い
人
も
、
お
互
い
に
そ
の
人
ら

し
さ
を
認
め
合
い
な
が
ら
、
共
に

生
き
る
社
会（
共
生
社
会
）の
実
現

を
め
ざ
し
て
い
ま
す
。

　
こ
れ
に
基
づ
き
、
障
害
を
理
由

と
す
る
差
別
の
禁
止
と
、
合
理
的

配
慮
の
提
供
を
義
務
と
す
る
よ
う
、

全
て
の
県
民
・
事
業
者
に
求
め
て

い
ま
す
。

困
っ
て
い
る
人
に
気
付
い
た
ら

店
舗
の
敷
地
と
道
路
の
境
界
部
分
に
あ
る
段
差
は
、

車
椅
子
で
ス
ロ
ー
プ
か
ら
出
て
き
た
場
合
、
気
付
き

に
く
く
、
段
差
ま
で
の
距
離
が
近
い
た
め
、
危
険
で
す
。

視
覚
に
障
害
が
あ
り
、
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の

場
所
が
分
か
ら
ず
、
困
っ
て
い
ま
す
。

障
害
が
あ
り
、
言
葉
で
話
す
の
が
苦
手
で
、

会
計
の
時
に
困
り
ま
す
。

スロープから
みた写真

段差

シールのおかげで、段差に

気付けるようになりました

サポートしてもらって、

目的の場所へ行くこと

ができました

スマホの画面を

使った会話で

対応してもらえました

差別を受けたり、合理的配慮が必要だと感じたりした時は、相談してください。
事業者などからの合理的配慮の提供に関する相談なども受け付けています。

〇障害者差別解消相談員 （滋賀県 障害福祉課内）
　相談に応じ、必要な助言や調査、調整など、専門性を持って中立な立場で対応する相談員です。
　☎５21－11７５、５2８－４８５３、ec0006@pref.shiga.lg.jp

〇地域アドボケーター （滋賀県地域相談支援員）
障害のある人に寄り添い、相談内容を代弁するなど、権利を守り障害者差別解消
相談員につなぐ役割を担います。
電話番号やファクスなど、詳しくは、滋賀県のホームページをご覧ください。

〇草津市 障害福祉課 （ 1 階） ☎５61－2３6３、５61－2４８0

相談窓口

　
誰
に
で
も
で
き
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
日
常
の

ち
ょ
っ
と
し
た
と
こ
ろ
に
目
を
向
け
て
、
社
会
の
中

の
バ
リ
ア
を
無
く
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

他にも…
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